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川崎市競輪場内売店使用条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市競輪場内売店使用条例 ○川崎市競輪場内売店使用条例 

昭和34年12月26日条例第36号 昭和34年12月26日条例第36号

（売店使用料） （売店使用料） 

第５条 使用者は、売店の使用料（以下「売店使用料」という。）として、

営業しようとする日１日につき、１平方メートル当たり68円に使用する売

店の面積を乗じ、これに100分の110を乗じて得た額（１円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）を納付しなければならない。ただし、規

則で定める売店に係る売店使用料の額は、営業しようとする日１日につき、

1,000円を超えない範囲内において規則で定める額に100分の110を乗じて

得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

第５条 使用者は、売店の使用料（以下「売店使用料」という。）として、

営業しようとする日１日につき、１平方メートル当たり68円に使用する売

店の面積を乗じ、これに100分の108を乗じて得た額を納付しなければなら

ない。ただし、規則で定める売店に係る売店使用料の額は、営業しようと

する日１日につき、1,000円を超えない範囲内において規則で定める額に

100分の108を乗じて得た額とする。 

２ 売店使用料は、月ごとに前納しなければならない。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 売店使用料は、月ごとに前納しなければならない。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、この限りでない。 

３～４ 略 ３～４ 略 


